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条 例

�愛媛県条例第４２号
職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

（職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部改正）

第１条 職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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改 正 後 改 正 前

（休日の代休日）

第２条の２ 任命権者（市町村立学校職員給与負担法第１条に規定

する学校栄養職員及び事務職員にあつては、その者の属する市町

教育委員会とする。第１６条を除き、以下同じ。）は、休日である

第１１条第３項から第６項までの規定により勤務時間が割り振られ

た日（以下「勤務日等」という。）に割り振られた勤務時間の全

部（以下「休日の全勤務時間」という。）について特に勤務する

ことを命じた場合には、人事委員会規則の定めるところにより、

当該休日前に、当該休日に代わる日（以下「代休日」という。）

として、当該休日後の勤務日等（第１０条の２第１項の規定により

超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。）を指定す

ることができる。

２ 省略

（勤務時間）

第１１条 省略

２・３ 省略

４ 任命権者は、職員（人事委員会規則で定める職員を除く。以下

この項において同じ。）について、始業及び終業の時刻について

職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務

（休日の代休日）

第２条の２ 任命権者（市町村立学校職員給与負担法第１条に規定

する学校栄養職員及び事務職員にあつては、その者の属する市町

教育委員会とする。第１６条を除き、以下同じ。）は、休日である

第１１条第３項又は第４項 の規定により勤務時間が割り振られ

た日（以下「勤務日等」という。）に割り振られた勤務時間の全

部（以下「休日の全勤務時間」という。）について特に勤務する

ことを命じた場合には、人事委員会規則の定めるところにより、

当該休日前に、当該休日に代わる日（以下「代休日」という。）

として、当該休日後の勤務日等（第１０条の２第１項の規定により

超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。）を指定す

ることができる。

２ 省略

（勤務時間）

第１１条 省略

２・３ 省略
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の運営に支障がないと認める場合には、第１項本文及び前項本文

の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、職

員の申告を経て、４週間を超えない範囲内で週を単位として人事

委員会規則で定める期間（以下「単位期間」という。）ごとの期

間につき１週間当たりの勤務時間が第１項本文に規定する勤務時

間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。た

だし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、

単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従

い、勤務時間を割り振るものとする。

５ 任命権者は、次に掲げる職員（人事委員会規則で定める職員及

び育児短時間勤務職員等を除く。以下この項において同じ。）に

ついて、週休日並びに始業及び終業の時刻について職員の申告を

考慮して、第３項本文の規定による週休日に加えて当該職員の週

休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運

営に支障がないと認める場合には、第１項本文及び第３項本文の

規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、職員

の申告を経て、単位期間ごとの期間につき同項本文の規定による

週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき１

週間当たりの勤務時間が第１項本文に規定する勤務時間となるよ

うに当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

� 子（人事委員会規則で定める子に限る。）の養育又は要介護

者（負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害のため介護を

必要とする者で人事委員会規則で定めるものをいう。以下同

じ。）の介護をする職員

� 前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として人事

委員会規則で定めるもの

６ 任命権者は、職員に第３項又は前項の規定による週休日におい

て特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規

則の定めるところにより、前３項の規定により勤務時間が割り振

られた日（以下「勤務日」という。）のうち人事委員会規則で定

める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振

られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り

振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち４時間を当

該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間の勤務時間を当該勤

務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

（正規の勤務時間外勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第１２条 省略

２・３ 省略

４ 前３項の規定は、要介護者

を介護する職員について準用する。この

場合において、第１項中「３歳に満たない子のある職員」とある

のは「要介護者

のある職員」と、「当該子を養育する」とあるのは

「当該要介護者を介護する」と、「当該請求をした職員の業務を

処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるの

は「公務の正常な運営を妨げる」と、第２項中「小学校就学の始

期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該子の親（当

該子について民法第８１７条の２第１項の規定により特別養子縁組

の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審

判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であつて当該子を

現に監護するもの又は児童福祉法第２７条第１項第３号の規定によ

４ 任命権者は、職員に 前項の規定による週休日におい

て特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規

則の定めるところにより、同項 の規定により勤務時間が割り振

られた日（以下「勤務日」という。）のうち人事委員会規則で定

める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振

られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り

振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち４時間を当

該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間の勤務時間を当該勤

務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

（正規の勤務時間外勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第１２条 省略

２・３ 省略

４ 前３項の規定は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害

のため介護を必要とする者で人事委員会規則で定めるもの（以下

「要介護者」という。）を介護する職員について準用する。この

場合において、第１項中「３歳に満たない子のある職員」とある

のは「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害のため介護を

必要とする者で人事委員会規則で定めるもの（以下「要介護者」

という。）のある職員」と、「当該子を養育する」とあるのは

「当該要介護者を介護する」と、「当該請求をした職員の業務を

処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるの

は「公務の正常な運営を妨げる」と、第２項中「小学校就学の始

期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該子の親（当

該子について民法第８１７条の２第１項の規定により特別養子縁組

の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審

判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であつて当該子を

現に監護するもの又は児童福祉法第２７条第１項第３号の規定によ
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（職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第２条 職員の育児休業等に関する条例（平成４年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

り当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里

親である者（当該子の親その他の同条第４項に規定する者の意に

反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該子を委

託することができない者に限る。）を含む。）であるものが、深

夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）

において常態として当該子を養育することができるものとして人

事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除

く。）」とあるのは「要介護者のある職員」と、「、当該子を養

育する」とあるのは「、当該要介護者を介護する」と、「深夜に

おける」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの

間をいう。）における」と、前項中「小学校就学の始期に達する

までの子のある職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、

「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護者を介護する」と

読み替えるものとする。

り当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里

親である者（当該子の親その他の同条第４項に規定する者の意に

反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該子を委

託することができない者に限る。）を含む。）であるものが、深

夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）

において常態として当該子を養育することができるものとして人

事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除

く。）」とあるのは「要介護者のある職員」と、「、当該子を養

育する」とあるのは「、当該要介護者を介護する」と、「深夜に

おける」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの

間をいう。）における」と、前項中「小学校就学の始期に達する

までの子のある職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、

「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護者を介護する」と

読み替えるものとする。

改 正 後 改 正 前

（育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態）

第１４条 育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態

は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務

の形態（同項第１号から第４号までに掲げる勤務の形態を除

く。）とする。

� 職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年

愛媛県条例第５６号。以下「職員勤務時間等条例」という。）第

１１条第３項ただし書又は教育職員の休日、休暇並びに勤務時間

等に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号。以下「教育職員

勤務時間等条例」という。）第１１条第２項ただし書の規定の適

用を受ける職員 職員勤務時間等条例第１１条第３項ただし書又

は教育職員勤務時間等条例第１１条第２項ただし書の人事委員会

規則で定める期間につき１週間当たり１日以上の割合の日を週

休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）とし、

当該期間につき１週間当たりの勤務時間が１９時間２５分、１９時間

３５分、２３時間１５分又は２４時間３５分となるように勤務する形態

（勤務日（職員勤務時間等条例第１１条第６項又は教育職員勤務

時間等条例第１１条第３項に規定する勤務日をいう。）が引き続

き人事委員会規則で定める日数を超えず、かつ、１回の勤務が

人事委員会規則で定める時間を超えないものに限る。）

� 職員勤務時間等条例第１１条第４項の規定の適用を受ける職員

日曜日及び土曜日を週休日とし、又は日曜日及び土曜日並び

に月曜日から金曜日までの５日間のうちの２日を週休日とし、

４週間ごとの期間（育児短時間勤務をしようとする期間の全て

を４週間ごとに区分することができない場合にあっては、人事

委員会規則の定めるところにより、当該育児短時間勤務をしよ

うとする期間を１週間、２週間、３週間又は４週間に区分した

各期間）につき１週間当たりの勤務時間が１９時間２５分、１９時間

３５分、２３時間１５分又は２４時間３５分となるように、かつ、１日に

つき午前７時から午後１０時までの間において人事委員会規則で

定める時間以上勤務する形態

� 教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条

例第４２号）第６条第１項の規定の適用を受ける職員 ４週間を

（育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態）

第１４条 育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態

は、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年

愛媛県条例第５６号。以下「職員勤務時間等条例」という。）第１１

条第３項ただし書又は教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に

関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号。以下「教育職員勤務時

間等条例」という。）第１１条第２項ただし書の規定の適用を受け

る職員については、職員勤務時間等条例第１１条第３項ただし書又

は教育職員勤務時間等条例第１１条第２項ただし書の人事委員会規

則で定める期間につき１週間当たり１日以上の割合の日を週休日

（職員勤務時間等条例第２条第１項又は教育職員勤務時間等条例

第３条第１項に規定する週休日をいう。）とし、当該期間につき

１週間当たりの勤務時間が１９時間２５分、１９時間３５分、２３時間１５分

又は２４時間３５分となるように勤務する形態（育児休業法第１０条第

１項第１号から第４号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日

（職員勤務時間等条例第１１条第４項又は教育職員勤務時間等条例

第１１条第３項に規定する勤務日をいう。）が引き続き人事委員会

規則で定める日数を超えず、かつ、１回の勤務が人事委員会規則

で定める時間を超えないものに限る。）とする。
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年８月１日から施行する。

（職員の給与に関する条例の一部改正）

２ 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給料表）

第６条 省略

２・３ 省略

４ 第１項又は第２項の規定により給料を支給する場合であつて、

月若しくは前条ただし書に規定する各期間（以下この項において

「期間」という。）の初日から支給するとき以外のとき、又はそ

の期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、そ

の期間の現日数から職員勤務時間等条例第１１条第３項、第５項及

び第６項の規定に基づく週休日（以下「週休日」という。）の日

数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

（超過勤務手当）

第１４条 省略

２ 省略

３ 第１項の規定にかかわらず、職員勤務時間等条例第１１条第６項

の規定により、あらかじめ同条第３項から第５項までの規定によ

り割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下「割振り変更前の

正規の勤務時間」という。）を超えて勤務することを命ぜられた

職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時

間（人事委員会規則で定める時間を除く。）に対して、勤務１時

間につき、第１８条に規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分

の２５から１００分の５０までの範囲内で人事委員会規則で定める割合

を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

４ 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外

にした勤務（

週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるもの

を除く。）の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務

することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした

勤務（人事委員会規則で定める勤務を除く。）の時間との合計が

１箇月について６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤

務した全時間に対して、第１項（第２項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）及び前項の規定にかかわらず、勤務１時

間につき、第１８条に規定する勤務１時間当たりの給与額に、正規

の勤務時間外にした勤務にあつては１００分の１５０（その勤務が午後

１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１７５）

を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては

１００分の５０をそれぞれ乗じて得た額を超過勤務手当として支給す

（給料表）

第６条 省略

２・３ 省略

４ 第１項又は第２項の規定により給料を支給する場合であつて、

月若しくは前条ただし書に規定する各期間（以下この項において

「期間」という。）の初日から支給するとき以外のとき、又はそ

の期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、そ

の期間の現日数から職員勤務時間等条例第１１条第３項及び第４項

の規定に基づく週休日（以下「週休日」という。）の日

数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

（超過勤務手当）

第１４条 省略

２ 省略

３ 第１項の規定にかかわらず、職員勤務時間等条例第１１条第４項

の規定により、あらかじめ同条第３項 の規定によ

り割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下「割振り変更前の

正規の勤務時間」という。）を超えて勤務することを命ぜられた

職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時

間（人事委員会規則で定める時間を除く。）に対して、勤務１時

間につき、第１８条に規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分

の２５から１００分の５０までの範囲内で人事委員会規則で定める割合

を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

４ 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外

にした勤務（職員勤務時間等条例第１１条第３項及び第４項の規定

に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるもの

を除く。）の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務

することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした

勤務（人事委員会規則で定める勤務を除く。）の時間との合計が

１箇月について６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤

務した全時間に対して、第１項（第２項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）及び前項の規定にかかわらず、勤務１時

間につき、第１８条に規定する勤務１時間当たりの給与額に、正規

の勤務時間外にした勤務にあつては１００分の１５０（その勤務が午後

１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１７５）

を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては

１００分の５０をそれぞれ乗じて得た額を超過勤務手当として支給す

通じて４日以上を週休日とし、４週間につき１週間当たりの勤

務時間が１９時間２５分、１９時間３５分、２３時間１５分又は２４時間３５分

となるように勤務する形態

� 教育職員の給与等に関する特別措置条例第７条第１項の規定

の適用を受ける職員 毎週少なくとも１日の週休日を設け、同

条第２項の対象期間につき１週間当たりの勤務時間が１９時間２５

分、１９時間３５分、２３時間１５分又は２４時間３５分となるように勤務

する形態
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（教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正）

３ 教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正）

４ 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正）

５ 会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年愛媛県条例第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

る。

５～７ 省略

る。

５～７ 省略

改 正 後 改 正 前

（４週間 の正規の勤務時間の割振り）

第６条 省略

２ 任命権者は、前項の規定により勤務時間を割り振る場合におい

ては、４週間を通じて４日以上の週休日（勤務時間を割り振らな

い日をいう。以下同じ。）（勤務時間等条例第６条第１項に規定

する育児短時間勤務教育職員等（以下「育児短時間勤務教育職員

等」という。）にあつては、当該育児短時間勤務等（勤務時間等

条例第１１条第１項に規定する育児短時間勤務等をいう。以下同

じ。）の内容に従つた週休日）を定めなければならない。

３ 省略

（１箇月を超え１年以内の週休日及び正規の勤務時間の割振り）

第７条 省略

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを

定める場合には、毎週少なくとも１日の週休日（育児短時間勤務

教育職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容に従つた週

休日）を設け、対象期間（同項の規定により週休日及び勤務時間

を割り振る期間をいい、１箇月を超え１年以内の期間に限るもの

とし、長期休業期間等の全部又は一部を含むものとする。以下同

じ。）につき当該対象期間を平均し１週間当たりの勤務時間が勤

務時間等条例第１１条第１項に規定する勤務時間となるよう勤務時

間を割り振らなければならない。

３～７ 省略

（４週間以内の正規の勤務時間の割振り）

第６条 省略

２ 任命権者は、前項の規定により勤務時間を割り振る場合におい

ては、４週間を通じて４日以上の週休日（勤務時間を割り振らな

い日をいう。以下同じ。）

を定めなければならない。

３ 省略

（１箇月を超え１年以内の週休日及び正規の勤務時間の割振り）

第７条 省略

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを

定める場合には、毎週少なくとも１日の週休日

を設け、対象期間（同項の規定により週休日及び勤務時間

を割り振る期間をいい、１箇月を超え１年以内の期間に限るもの

とし、長期休業期間等の全部又は一部を含むものとする。以下同

じ。）につき当該対象期間を平均し１週間当たりの勤務時間が勤

務時間等条例第１１条第１項に規定する勤務時間となるよう勤務時

間を割り振らなければならない。

３～７ 省略

改 正 後 改 正 前

（第１号任期付研究員の裁量による勤務）

第７条 省略

２～４ 省略

５ 職員勤務時間等条例第２条の２、第１０条の２及び 第１１条第３

項（週休日に係る部分を除く。）から第６項までの規定は、第１

項の場合における第１号任期付研究員には、適用しない。

（第１号任期付研究員の裁量による勤務）

第７条 省略

２～４ 省略

５ 職員勤務時間等条例第２条の２、第１０条の２並びに第１１条第３

項（週休日に係る部分を除く。）及び第４項 の規定は、第１

項の場合における第１号任期付研究員には、適用しない。

改 正 後 改 正 前

（第１号会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬）

第６条 省略

２ 職員給与条例第１４条第３項から第７項までの規定は、第１号会

計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬について準用す

る。この場合において、同条第３項、第４項及び第６項中「第１８

（第１号会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬）

第６条 省略

２ 職員給与条例第１４条第３項から第７項までの規定は、第１号会

計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬について準用す

る。この場合において、同条第３項、第４項及び第６項中「第１８
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条」とあるのは「同条例第１０条」と、「給与額」とあるのは「報

酬額」と、「超過勤務手当」とあるのは「超過勤務手当に相当す

る報酬」と、同条第３項中「職員勤務時間等条例第１１条第６項の

規定により、あらかじめ同条第３項から第５項までの規定によ

り」とあるのは「あらかじめ」と、「職員」とあるのは「会計年

度任用職員の給与等に関する条例（令和元年愛媛県条例第７号）

第２条第１項に規定する第１号会計年度任用職員」と、同条第４

項から第６項までの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職

員の給与等に関する条例第２条第１項に規定する第１号会計年度

任用職員」と、同条第４項中

「第１項（第２項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）及び前項」とあるのは「同条例第６条第１項及び同条第２

項の規定により読み替えられた前項」と、同条第５項中「職員勤

務時間等条例第１０条の２第１項に規定する超勤代休時間」とある

のは「同条例第６条第２項の規定により読み替えられた前項の規

定による超過勤務手当に相当する報酬の一部の支給に代わる措置

の対象となるべき時間」と、同条第６項及び第７項中「第１項」

とあるのは「同条例第６条第１項」と、同条第６項中「第４項」

とあるのは「同条例第６条第２項の規定により読み替えられた第

４項」と、「第３項」とあるのは「同条第２項の規定により読み

替えられた第３項」と、同条第７項中「第２項」とあるのは「会

計年度任用職員の給与等に関する条例第６条第１項第１号」と、

「第４項及び前項」とあるのは「同条第２項の規定により読み替

えられた第４項及び前項」と読み替えるものとする。

（第２号会計年度任用職員の地域手当等）

第１６条 省略

２ 省略

３ 職員給与条例第１４条第３項から第６項までの規定は、第２号会

計年度任用職員の超過勤務手当について準用する。この場合にお

いて、同条第３項、第４項及び第６項中「第１８条」とあるのは

「同条例第１７条」と、同条第３項中「第１項」とあるのは「会計

年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年愛媛県条例第７

号）第１６条第２項」と、「職員勤務時間等条例第１１条第６項の規

定により、あらかじめ同条第３項から第５項までの規定により」

とあるのは「あらかじめ」と、「職員」とあるのは「同条例第２

条第１項に規定する第２号会計年度任用職員」と、同条第４項か

ら第６項までの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員の

給与等に関する条例第２条第１項に規定する第２号会計年度任用

職員」と、同条第４項中

「第１

項（第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び

前項」とあるのは「同条例第１６条第２項及び同条第３項の規定に

より読み替えられた前項」と、同条第５項中「職員勤務時間等条

例第１０条の２第１項に規定する超勤代休時間」とあるのは「同条

例第１６条第３項の規定により読み替えられた前項の規定による超

過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間」

と、同条第６項中「第４項」とあるのは「同条例第１６条第３項の

規定により読み替えられた第４項」と、「第１項」とあるのは

「同条例第１６条第２項」と、「第３項」とあるのは「同条第３項

の規定により読み替えられた第３項」と読み替えるものとする。

４・５ 省略

条」とあるのは「同条例第１０条」と、「給与額」とあるのは「報

酬額」と、「超過勤務手当」とあるのは「超過勤務手当に相当す

る報酬」と、同条第３項中「職員勤務時間等条例第１１条第４項の

規定により、あらかじめ同条第３項 の規定によ

り」とあるのは「あらかじめ」と、「職員」とあるのは「会計年

度任用職員の給与等に関する条例（令和元年愛媛県条例第７号）

第２条第１項に規定する第１号会計年度任用職員」と、同条第４

項から第６項まで 中「職員」とあるのは「会計年度任用職

員の給与等に関する条例第２条第１項に規定する第１号会計年度

任用職員」と、同条第４項中「職員勤務時間等条例第１１条第３項

及び第４項の規定に基づく週休日」とあるのは「週休日」と、

「第１項（第２項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）及び前項」とあるのは「同条例第６条第１項及び同条第２

項の規定により読み替えられた前項」と、同条第５項中「職員勤

務時間等条例第１０条の２第１項に規定する超勤代休時間」とある

のは「同条例第６条第２項の規定により読み替えられた前項の規

定による超過勤務手当に相当する報酬の一部の支給に代わる措置

の対象となるべき時間」と、同条第６項及び第７項中「第１項」

とあるのは「同条例第６条第１項」と、同条第６項中「第４項」

とあるのは「同条例第６条第２項の規定により読み替えられた第

４項」と、「第３項」とあるのは「同条第２項の規定により読み

替えられた第３項」と、同条第７項中「第２項」とあるのは「会

計年度任用職員の給与等に関する条例第６条第１項第１号」と、

「第４項及び前項」とあるのは「同条第２項の規定により読み替

えられた第４項及び前項」と読み替えるものとする。

（第２号会計年度任用職員の地域手当等）

第１６条 省略

２ 省略

３ 職員給与条例第１４条第３項から第６項までの規定は、第２号会

計年度任用職員の超過勤務手当について準用する。この場合にお

いて、同条第３項、第４項及び第６項中「第１８条」とあるのは

「同条例第１７条」と、同条第３項中「第１項」とあるのは「会計

年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年愛媛県条例第７

号）第１６条第２項」と、「職員勤務時間等条例第１１条第４項の規

定により、あらかじめ同条第３項 の規定により」

とあるのは「あらかじめ」と、「職員」とあるのは「同条例第２

条第１項に規定する第２号会計年度任用職員」と、同条第４項か

ら第６項まで 中「職員」とあるのは「会計年度任用職員の

給与等に関する条例第２条第１項に規定する第２号会計年度任用

職員」と、同条第４項中「職員勤務時間等条例第１１条第３項及び

第４項の規定に基づく週休日」とあるのは「週休日」と、「第１

項（第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び

前項」とあるのは「同条例第１６条第２項及び同条第３項の規定に

より読み替えられた前項」と、同条第５項中「職員勤務時間等条

例第１０条の２第１項に規定する超勤代休時間」とあるのは「同条

例第１６条第３項の規定により読み替えられた前項の規定による超

過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間」

と、同条第６項中「第４項」とあるのは「同条例第１６条第３項の

規定により読み替えられた第４項」と、「第１項」とあるのは

「同条例第１６条第２項」と、「第３項」とあるのは「同条第３項

の規定により読み替えられた第３項」と読み替えるものとする。

４・５ 省略
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�愛媛県条例第４３号
愛媛県職員定数条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県職員定数条例の一部を改正する条例

愛媛県職員定数条例（昭和３０年愛媛県条例第３２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第４４号
職員の特殊勤務手当等に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

職員の特殊勤務手当等に関する条例の一部を改正する条例

職員の特殊勤務手当等に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第４５号
愛媛県県税賦課徴収条例及び愛媛県資源循環促進税条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県税賦課徴収条例及び愛媛県資源循環促進税条例の一部を改正する条例

（愛媛県県税賦課徴収条例の一部改正）

第１条 愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職員の定数）

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

� 省略

� 管理者の事務部局の職員 ２，１３８人

�～� 省略

計 ６，６７５人

（職員の定数）

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

� 省略

� 管理者の事務部局の職員 ２，０５８人

�～� 省略

計 ６，５９５人

改 正 後 改 正 前

附 則

（新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための

伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当の特例）

１８ 第５条に定めるもののほか、伝染病防疫作業従事職員の特殊勤

務手当は、職員が新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコ

ロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共

和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有すること

が新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。以下同

じ。）から県民の生命及び健康を保護するために行われた措置に

係る作業であつて人事委員会が定めるものに従事したときに支給

する。この場合においては、同条 に規定する手当は、支給しな

い。

附 則

（新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための

伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当の特例）

１８ 第５条に定めるもののほか、伝染病防疫作業従事職員の特殊勤

務手当は、職員が新型コロナウイルス感染症を指定感染症として

定める等の政令（令和２年政令第１１号）第１条に規定する新型コ

ロナウイルス感染症（以下「新型コロナウイルス感染症」という

。）から県民の生命及び健康を保護するために行われた措置に

係る作業であつて人事委員会が定めるものに従事したときに支給

する。この場合においては、第５条に規定する手当は、支給しな

い。
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改 正 後 改 正 前

（徴収金の納付等）

第６条 省略

２ 省略

３ 徴収金の納付、納入又は払込みは 、知事が定める様式の納税

通知書又は払込書によらなければ ならない。ただし、第４２条の

６、第４７条第２項及び第３項、第４７条の２又は第６４条の規定によ

る徴収金の納付にあつては、この限りでない。

（事業税の納税義務者等）

第１８条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対

し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額に

より、その法人に課する。

�・� 省略

� 電気供給業のうち、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第

２条第１項第２号に規定する小売電気事業（これに準ずるもの

として地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号）で定める

ものを含む。次条において「小売電気事業等」という。）、同

項第１４号 に規定する発電事業（これに準ずるものとして同省

令で定めるものを含む。同条において「発電事業等」とい

う。）及び同項第１５号の３に規定する特定卸供給事業（同条に

おいて「特定卸供給事業」という。） 次に掲げる法人の区分

に応じ、それぞれ次に定める額

ア・イ 省略

２～４ 省略

（法人の事業税の税率等）

第１８条の２ 省略

２ 電気供給業（小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業

を除く。）、ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税

の額は、各事業年度の収入金額に１００分の１を乗じて得た金額と

する。

３ 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供

給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

�・� 省略

４ 省略

（地方消費税の貨物割の賦課徴収等）

第１８条の９ 地方消費税の貨物割の賦課徴収は、第５条、第６条、

第７条の２から第８条まで、第６５条、第８０条第１項及び第８１条の

規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税

の賦課徴収と併せて行うものとする。

２ 地方消費税の貨物割の申告及び納付は、第６条、第７条の２、

第７条の４、第７条の５、第８条、第６５条及び第８１条の規定にか

かわらず、法第７２条の１０１及び第７２条の１０３第１項に定めるところ

による。

（ゴルフ場利用税の帳簿の電磁的記録による保存等）

第３３条の２ ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前２条の規定に

より備付け及び保存をしなければならない帳簿の全部又は一部に

ついて、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用し

て作成する場合には 、知事が定

めるところにより、当該 帳簿に係る電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識すること

ができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報

（徴収金の納付等）

第６条 省略

２ 省略

３ 徴収金の納付、納入又は払込みには、知事が定める様式の納税

通知書又は払込書を添付しなければならない。ただし、第４２条の

６、第４７条第２項及び第３項、第４７条の２又は第６４条の規定によ

る徴収金の納付にあつては、この限りでない。

（事業税の納税義務者等）

第１８条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対

し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額に

より、その法人に課する。

�・� 省略

� 電気供給業のうち、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第

２条第１項第２号に規定する小売電気事業（これに準ずるもの

として地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号）で定める

ものを含む。次条において「小売電気事業等」という。）及び

同項第１４号に規定する発電事業（これに準ずるものとして同省

令で定めるものを含む。同条において「発電事業等」とい

う。）

次に掲げる法人の区分

に応じ、それぞれ次に定める額

ア・イ 省略

２～４ 省略

（法人の事業税の税率等）

第１８条の２ 省略

２ 電気供給業（小売電気事業等及び発電事業等

を除く。）、ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税

の額は、各事業年度の収入金額に１００分の１を乗じて得た金額と

する。

３ 電気供給業のうち、小売電気事業等及び発電事業等

に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

�・� 省略

４ 省略

（地方消費税の貨物割の賦課徴収等）

第１８条の９ 地方消費税の貨物割の賦課徴収は、第５条、第６条、

第８条 、第６５条、第８０条第１項及び第８１条の

規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税

の賦課徴収と併せて行うものとする。

２ 地方消費税の貨物割の申告及び納付は、第６条

、第８条、第６５条及び第８１条の規定にか

かわらず、法第７２条の１０１及び第７２条の１０３第１項に定めるところ

による。

（ゴルフ場利用税の帳簿の電磁的記録による保存等）

第３３条の２ ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前２条の規定に

より備付け及び保存をしなければならない帳簿の全部又は一部に

ついて、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用し

て作成する場合であつて、知事の承認を受けたときは、知事が定

めるところにより、当該承認を受けた帳簿に係る電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識すること

ができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報
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処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）の備付け及び保存

をもつて当該 帳簿の備付け及び保存に代えることが

できる。

２ ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前２条の規定により備付

け及び保存をしなければならない帳簿の全部又は一部について、

自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成す

る場合には 、知事が定めるとこ

ろにより、当該 帳簿に係る電磁的記録の備付け及び

当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム（電子計算機

を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィ

ルムをいう。以下同じ。）による保存をもつて当該

帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

（ゴルフ場利用税の電磁的記録等に対する県税に関する条例の規

定の適用）

第３３条の３ 前条第１項 又は第２項に規定する知事が定める

ところに従つて備付け及び保存が行われている帳簿に係る電磁的

記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する県税に関する

条例の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出

力マイクロフィルムを当該帳簿とみなす。

附 則

（個人の県民税の税額控除の特例）

第５条 当分の間、３５万円に県民税の所得割の納税義務者の法第２３

条第１項第７号に規定する同一生計配偶者及び同項第９号に規定

する扶養親族（年齢１６歳未満の者及び法第３４条第１項第１１号に規

定する控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）の

数に１を加えた数を乗じて得た金額に１０万円を加算した金額（そ

の者が法第２３条第１項第７号に規定する同一生計配偶者又は同項

第９号に規定する扶養親族を有する場合には、当該金額に３２万円

を加算した金額）が、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額と

第３号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなる

ときは、当該超える金額に第２号に掲げる額を同号に掲げる額と

第３号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額

を、当該納税義務者の第１３条及び第１４条の規定を適用した場合の

所得割の額から控除するものとする。

�～� 省略

２ 省略

（地方消費税の譲渡割の賦課徴収等の特例）

第１９条の３ 地方消費税の譲渡割の賦課徴収は、当分の間、第５

条、第６条、第７条の２から第８条まで、第１８条の８第１項、第

６５条、第８０条第１項及び第８１条の規定にかかわらず、国が、消費

税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものと

する。

２ 地方消費税の譲渡割の申告及び納付は、当分の間、第６条、第

７条の２、第７条の４、第７条の５、第８条、第６５条及び第８１条

の規定にかかわらず、法附則第９条の５前段及び第９条の６第１

項前段に定めるところによる。この場合において、第１８条の８第

２項の規定による申告については、同項中「、第７２条の８８第１項

及び第２項前段並びに第７２条の８９」とあるのは、「並びに第７２条

の８８第１項及び第２項前段並びに附則第９条の５後段」とし、同

処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）の備付け及び保存

をもつて当該承認を受けた帳簿の備付け及び保存に代えることが

できる。

２ ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前２条の規定により備付

け及び保存をしなければならない帳簿の全部又は一部について、

自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成す

る場合であつて、知事の承認を受けたときは、知事が定めるとこ

ろにより、当該承認を受けた帳簿に係る電磁的記録の備付け及び

当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム（電子計算機

を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィ

ルムをいう。以下同じ。）による保存をもつて当該承認を受けた

帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

（ゴルフ場利用税の電磁的記録による保存等の承認）

第３３条の３ 前条第１項又は第２項の承認については、法第７５０条

（第５項を除く。）、第７５１条及び第７５３条（これらの規定を法第

７５４条において準用する場合を含む。）の規定の例による。

（ゴルフ場利用税の電磁的記録等に対する県税に関する条例の規

定の適用）

第３３条の４ 第３３条の２第１項又は第２項の承認を受けている

帳簿に係る電磁的

記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する県税に関する

条例の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出

力マイクロフィルムを当該帳簿とみなす。

附 則

（個人の県民税の税額控除の特例）

第５条 当分の間、３５万円に県民税の所得割の納税義務者の法第２３

条第１項第７号に規定する同一生計配偶者及び同項第９号に規定

する扶養親族

の

数に１を加えた数を乗じて得た金額に１０万円を加算した金額（そ

の者が同項第７号 に規定する同一生計配偶者又は同項

第９号に規定する扶養親族を有する場合には、当該金額に３２万円

を加算した金額）が、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額と

第３号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなる

ときは、当該超える金額に第２号に掲げる額を同号に掲げる額と

第３号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額

を、当該納税義務者の第１３条及び第１４条の規定を適用した場合の

所得割の額から控除するものとする。

�～� 省略

２ 省略

（地方消費税の譲渡割の賦課徴収等の特例）

第１９条の３ 地方消費税の譲渡割の賦課徴収は、当分の間、第５

条、第６条、第８条 、第１８条の８第１項、第

６５条、第８０条第１項及び第８１条の規定にかかわらず、国が、消費

税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものと

する。

２ 地方消費税の譲渡割の申告及び納付は、当分の間、第６条

、第８条、第６５条及び第８１条

の規定にかかわらず、法附則第９条の５前段及び第９条の６第１

項前段に定めるところによる。この場合において、第１８条の８第

２項の規定による申告については、同項中「、第７２条の８８第１項

及び第２項前段並びに第７２条の８９」とあるのは、「並びに第７２条

の８８第１項及び第２項前段並びに附則第９条の５後段」とし、同
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（愛媛県資源循環促進税条例の一部改正）

第２条 愛媛県資源循環促進税条例（平成１８年愛媛県条例第５２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

� 第１条中愛媛県県税賦課徴収条例第６条第３項及び第１８条の９の改正規定並びに同条例附則第１９条の３の改正規定並びに第２条中愛

媛県資源循環促進税条例第１７条の改正規定 公布の日

� 第１条中愛媛県県税賦課徴収条例第１８条第１項第３号並びに第１８条の２第２項及び第３項の改正規定並びに附則第３項の規定 令和

項の規定による納付については、同項中「、第７２条の８８第１項及

び第２項前段並びに第７２条の８９」とあるのは、「及び第７２条の８８

第１項並びに附則第９条の６第１項後段」とする。

項の規定による納付については、同項中「、第７２条の８８第１項及

び第２項前段並びに第７２条の８９」とあるのは、「及び第７２条の８８

第１項並びに附則第９条の６第１項後段」とする。

改 正 後 改 正 前

（更正及び決定に関する通知）

第１７条 法第７３３条の１６第４項の規定による資源循環促進税の更正

又は決定の通知、法第７３３条の１８第７項の規定による資源循環促

進税の過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法

第７３３条の１９第５項の規定による資源循環促進税の重加算金額の

決定の通知は、規則で定める通知書により行うものとする。

（帳簿の電磁的記録による保存等）

第２２条 特別徴収義務者等は、前２条の規定により備付け及び保存

をしなければならない帳簿の全部又は一部について、自己が最初

の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には

、知事が定めるところにより、

当該 帳簿に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。以下同じ。）の備付け及び保存をもって当該

帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

２ 特別徴収義務者等は、前２条の規定により備付け及び保存をし

なければならない帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記

録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には

、知事が定めるところにより、当

該 帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記

録の電子計算機出力マイクロフィルム（電子計算機を用いて電磁

的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。

以下同じ。）による保存をもって当該 帳簿の備付け

及び保存に代えることができる。

（電磁的記録等に対する県税に関する条例の規定の適用）

第２３条 前条第１項 又は第２項に規定する知事が定めるところに

従って備付け及び保存が行われている帳簿に係る電磁的記録又は

電子計算機出力マイクロフィルムに対する県税に関する条例の規

定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイク

ロフィルムを当該帳簿とみなす。

第２４条 省略

第２４条の２ 省略

（更正及び決定に関する通知）

第１７条 法第７３３条の１６第４項の規定による資源循環促進税の更正

又は決定の通知、法第７３３条の１８第６項の規定による資源循環促

進税の過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法

第７３３条の１９第４項の規定による資源循環促進税の重加算金額の

決定の通知は、規則で定める通知書により行うものとする。

（帳簿の電磁的記録による保存等）

第２２条 特別徴収義務者等は、前２条の規定により備付け及び保存

をしなければならない帳簿の全部又は一部について、自己が最初

の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であ

って、知事の承認を受けたときは、知事が定めるところにより、

当該承認を受けた帳簿に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。以下同じ。）の備付け及び保存をもって当該承認を

受けた帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

２ 特別徴収義務者等は、前２条の規定により備付け及び保存をし

なければならない帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記

録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であっ

て、知事の承認を受けたときは、知事が定めるところにより、当

該承認を受けた帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記

録の電子計算機出力マイクロフィルム（電子計算機を用いて電磁

的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。

以下同じ。）による保存をもって当該承認を受けた帳簿の備付け

及び保存に代えることができる。

（電磁的記録による保存等の承認）

第２３条 前条第１項又は第２項の承認については、法第７５０条（第

５項を除く。）、第７５１条及び第７５３条（これらの規定を法第７５４

条において準用する場合を含む。）の規定の例による。

（電磁的記録等に対する県税に関する条例の規定の適用）

第２４条 第２２条第１項又は第２項の承認を受けている

帳簿に係る電磁的記録又は

電子計算機出力マイクロフィルムに対する県税に関する条例の規

定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイク

ロフィルムを当該帳簿とみなす。

第２４条の２ 省略

第２４条の３ 省略
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４年４月１日

� 第１条中愛媛県県税賦課徴収条例附則第５条第１項の改正規定及び次項の規定 令和６年１月１日

（県民税に関する経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）附則第５条第１項の規定は、令和６年度以後の年度

分の個人の県民税について適用し、令和５年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

（事業税に関する経過措置）

３ 新条例第１８条第１項第３号並びに第１８条の２第２項及び第３項の規定は、附則第１項第２号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事

業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

（電子計算機を使用して作成するゴルフ場利用税及び資源循環促進税の帳簿の保存等の特例に関する経過措置）

４ 新条例第３３条の２の規定は、この条例の施行の日以後に備付けを開始する新条例第３２条に規定する帳簿について適用する。

５ 第２条の規定による改正後の愛媛県資源循環促進税条例第２２条の規定は、この条例の施行の日以後に備付けを開始する第２条の規定に

よる改正後の愛媛県資源循環促進税条例第２０条に規定する帳簿について適用する。

�愛媛県条例第４６号
愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例（昭和４５年愛媛県条例第１６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県過疎地域の持続的発展の支援のための県税の特別措置

に関する条例

（趣旨）

第１条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３

年法律第１９号。以下「法」という。）第２条第１項に規定する過

疎地域の区域（令和３年３月３１日において旧過疎地域自立促進特

別措置法（平成１２年法律第１５号）第３３条第１項の規定の適用を受

けていた市町の区域であつて法第４２条の規定により過疎地域とみ

なされる区域にあつては、同条の規定を適用しないとしたならば

法第３条第１項若しくは第２項（これらの規定を法第４３条の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）又は第４１条第２項の規

定により過疎地域とみなされることとなる区域に限る。）又は法

附則第５条に規定する特定市町村の区域（法附則第６条第１項、

第７条第１項又は第８条第１項の規定により特定市町村の区域と

みなされる区域を含む。）のうち法第８条第１項に規定する市町

村計画に記載された同条第４項第１号に規定する産業振興促進区

域（以下「産業振興促進区域」という。）における県税の特別措

置については、この条例の定めるところによる。

（事業税の特別措置）

第２条 産業振興促進区域内において、法

第２条第２項の規定による公示の日（以下「公示日」という。）

から令和６年３月３１日までの期間（以下「指定期間」という。）

内に、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第２４条の

地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等

を定める省令（令和３年総務省令第３１号）第１条第１号イに規定

する特別償却設備（以下「特別償却設備」という。）の取得等（同

号イに規定する取得等をいう。以下同じ。）をした者に対して課

する事業税の課税標準の算定については、当該特別償却設備を事

業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業

年度の所得から次の各号の区分により計算した額を控除する。

愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例

（趣旨）

第１条 過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第２

条第２項の規定により 過

疎地域として公示された市町の区域

（以下「過疎地域 」という。）における県税の特別措

置については、この条例の定めるところによる。

（事業税の特別措置）

第２条 過疎地域内 において、過疎地域自立促進特別措置

法第２条第２項の規定による公示の日（以下「公示日」という。）

から令和３年３月３１日までの期間（以下「指定期間」という。）

内に、過疎地域自立促進特別措置法第３１条の地方税の課税免除又

は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成

１２年自治省令第２０号 ）第１条第１号イに規定

する特別償却設備（以下「特別償却設備」という。）を新設し、

又は増設した 者に対して課

する事業税の課税標準の算定については、当該特別償却設備を事

業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業

年度の所得から次の各号の区分により計算した額を控除する。
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（適用期日）

２ 改正後の愛媛県過疎地域の持続的発展の支援のための県税の特別措置に関する条例（以下「新条例」という。）の規定は、令和３年４月

１日から適用する。

（経過措置）

３ 新条例の適用の日前に改正前の愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例第２条第１項若しくは第３条第１項又は第４条に

規定する要件に該当した者に対する同日以後の事業税又は不動産取得税の課税免除については、なお従前の例による。

４ 新条例の適用の日から過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第８条第１項に規定する市町村計画が定

められた日の前日までの間に、当該市町村計画が定められていたとしたならば新条例第２条第１項若しくは第３条第１項又は第４条に規定

する要件に該当することとなる者に対しても、これらの規定による措置をすることができる。この場合において、新条例第５条の規定の適

用については、同条中「又は不動産取得税に関する申告期限」とあるのは、「若しくは不動産取得税に関する申告期限又は法第８条第１項

に規定する市町村計画が定められた日から起算して２０日を経過する日のいずれか遅い日」とする。

（愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例の一部改正）

５ 愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例（平成１９年愛媛県条例第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� その行う主たる事業が電気供給業（電気事業法（昭和３９年法

律第１７０号）第２条第１項第２号に規定する小売電気事業（これ

に準ずるものを含む。）を除く。以下同じ。）、ガス供給業又

は倉庫業である法人

� その行う主たる事業が電気供給業（電気事業法（昭和３９年法

律第１７０号）第２条第１項第２号に規定する小売電気事業（これ

に準ずるものを含む。）を除く。以下同じ。）、ガス供給業又

は倉庫業である法人

県内の

事業税

の課税

標準と

すべき

当該事

業年度

の所得

×
当該特別償却設備に係る固定資産の価額 県内の

事業税

の課税

標準と

すべき

当該事

業年度

の所得

×
当該特別償却設備に係る固定資産の価額

県内の事務所又は事業所の固定資産の価額（主

たる事業が電気供給業又はガス供給業である法

人にあつては、当該固定資産の価額のうち製造

業用、情報サービス業等用、農林水産物等販売

業（法第２３条 に規定

する農林水産物等販売業をいう。）用又は旅館

業（下宿営業を除く。）用の設備に係る固定資

産の価額）

県内の事務所又は事業所の固定資産の価額（主

たる事業が電気供給業又はガス供給業である法

人にあつては、当該固定資産の価額のうち製造

事業用 、農林水産物等販売

業（過疎地域自立促進特別措置法第３０条に規定

する農林水産物等販売業をいう。）用又は旅館

業 用の設備に係る固定資

産の価額）

� 省略

２・３ 省略

第３条 産業振興促進区域内において畜産業又は水産業を行う個人

でその者又はその同居の親族の労力によつてこれらの事業を行つ

た日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の３

分の１を超え、かつ、２分の１以下であるものに対しては、公示

日の属する年以後の各年の当該事業の所得を課税標準とする事業

税を課税しない。

２ 省略

（不動産取得税の特別措置）

第４条 産業振興促進区域内において指定期間内に取得等がなされ

た 特別償却設備である家屋及びその敷地である土地を取得

（公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その

取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする当

該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限

る。）した者に対しては、当該不動産の取得に対する不動産取得

税を課税しない。

� 省略

２・３ 省略

第３条 過疎地域内 において畜産業又は水産業を行う個人

でその者又はその同居の親族の労力によつてこれらの事業を行つ

た日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の３

分の１を超え、かつ、２分の１以下であるものに対しては、公示

日の属する年以後の各年の当該事業の所得を課税標準とする事業

税を課税しない。

２ 省略

（不動産取得税の特別措置）

第４条 過疎地域内 において指定期間内に新設し、又は増

設された特別償却設備である家屋及びその敷地である土地を取得

（公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その

取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする当

該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限

る。）した者に対しては、当該不動産の取得に対する不動産取得

税を課税しない。

改 正 後 改 正 前

（他の県税特別措置条例との関係）

第４条 前条の規定及び愛媛県過疎地域の持続的発展の支援のため

（他の県税特別措置条例との関係）

第４条 前条の規定及び愛媛県過疎地域における県税の特別措置に
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�愛媛県条例第４７号
愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例等の一部を改正する条例

（愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第１条 愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例（昭和６２年愛媛県条例第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

の県税の特別措置に関する条例（昭和４５年愛媛県条例第１６号）、

愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条

例（昭和６２年愛媛県条例第５号）、愛媛県原子力発電施設等立地

地域における県税の特別措置に関する条例（平成１４年愛媛県条例

第４７号）、愛媛県離島振興対策実施地域における県税の特別措置

に関する条例（平成２５年愛媛県条例第３４号）又は愛媛県地方活力

向上地域における県税の特別措置に関する条例（平成２８年愛媛県

条例第１２号）（以下「県税特別措置条例」と総称する。）の規定

の適用を受ける法人又は個人に課する事業税の額は、同条の規定

にかかわらず、第１号の規定により算定した金額から第２号の規

定により算定した金額を控除して得た金額とする。

�・� 省略

関する条例 （昭和４５年愛媛県条例第１６号）、

愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条

例（昭和６２年愛媛県条例第５号）、愛媛県原子力発電施設等立地

地域における県税の特別措置に関する条例（平成１４年愛媛県条例

第４７号）、愛媛県離島振興対策実施地域における県税の特別措置

に関する条例（平成２５年愛媛県条例第３４号）又は愛媛県地方活力

向上地域における県税の特別措置に関する条例（平成２８年愛媛県

条例第１２号）（以下「県税特別措置条例」と総称する。）の規定

の適用を受ける法人又は個人に課する事業税の額は、同条の規定

にかかわらず、第１号の規定により算定した金額から第２号の規

定により算定した金額を控除して得た金額とする。

�・� 省略

改 正 後 改 正 前

（事業税の不均一課税）

第２条 半島振興法第９条の５第１項に規定する認定産業振興促進

計画に記載された同法第９条の２第２項第１号に規定する計画区

域（以下「計画区域」という。）内において、当該認定産業振興

促進計画に記載された同項第４号の計画期間（以下「計画期間」

という。）の初日から令和５年３月３１日までの期間（当該計画期

間の末日が同月３１日前である場合にあつては当該計画期間、当該

地区が同日前に半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた

場合にあつては当該計画期間の初日からその該当しないこととな

つた日までの期間、同月３１日前に同法第９条の７第１項の規定に

より当該認定産業振興促進計画に係る同法第９条の５第１項に規

定する認定が取り消された場合にあつては当該計画期間の初日か

らその取り消された日までの期間）（以下「指定期間」とい

う。）内に、半島振興法第１７条の地方税の不均一課税に伴う措置

が適用される場合等を定める省令（平成７年自治省令第１６号）第

１条第１号に規定する特別償却設備（以下「特別償却設備」とい

う。）を新設し、又は増設した者に課する事業税で、次の第１号

から第３号までに掲げる年又は事業年度に係る所得金額のうち当

該新設し、又は増設した特別償却設備に係るものとして次の第４

号又は第５号の区分により計算した額に対して課するものの税率

は、愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第１８

条の２、第１８条の４及び附則第１９条の規定にかかわらず、これら

の規定に規定する税率に次の第１号から第３号までに掲げる年又

は事業年度の区分に応じそれぞれ次の第１号から第３号までに定

める率を乗じて得た率とする。

�～� 省略

� その行う主たる事業が電気供給業（電気事業法（昭和３９年法

律第１７０号）第２条第１項第２号に規定する小売電気事業（こ

れに準ずるものを含む。）を除く。以下同じ。）、ガス供給業

（事業税の不均一課税）

第２条 半島振興法第９条の５第１項に規定する認定産業振興促進

計画に記載された同法第９条の２第２項第１号に規定する計画区

域（以下「計画区域」という。）内において、当該認定産業振興

促進計画に記載された同項第４号の計画期間（以下「計画期間」

という。）の初日から令和３年３月３１日までの期間（当該計画期

間の末日が同月３１日前である場合にあつては当該計画期間、当該

地区が同日前に半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた

場合にあつては当該計画期間の初日からその該当しないこととな

つた日までの期間、同月３１日前に同法第９条の７第１項の規定に

より当該認定産業振興促進計画に係る同法第９条の５第１項に規

定する認定が取り消された場合にあつては当該計画期間の初日か

らその取り消された日までの期間）（以下「指定期間」とい

う。）内に、半島振興法第１７条の地方税の不均一課税に伴う措置

が適用される場合等を定める省令（平成７年自治省令第１６号）第

１条第１号に規定する特別償却設備（以下「特別償却設備」とい

う。）を新設し、又は増設した者に課する事業税で、次の第１号

から第３号までに掲げる年又は事業年度に係る所得金額のうち当

該新設し、又は増設した特別償却設備に係るものとして次の第４

号又は第５号の区分により計算した額に対して課するものの税率

は、愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第１８

条の２、第１８条の４及び附則第１９条の規定にかかわらず、これら

の規定に規定する税率に次の第１号から第３号までに掲げる年又

は事業年度の区分に応じそれぞれ次の第１号から第３号までに定

める率を乗じて得た率とする。

�～� 省略

� その行う主たる事業が電気供給業（電気事業法（昭和３９年法

律第１７０号）第２条第１項第２号に規定する小売電気事業（こ

れに準ずるものを含む。）を除く。以下同じ。）、ガス供給業
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（愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第２条 愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例（平成１４年愛媛県条例第４７号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（事業税の不均一課税）

第２条 原子力発電施設等立地地域の区域内において、原子力発電

施設等立地地域の振興に関する特別措置法第３条第３項の規定に

よる公示の日（以下「公示日」という。）から令和５年３月３１日

までの期間（以下「指定期間」という。）内に、原子力発電施設

等立地地域の振興に関する特別措置法第１０条の地方税の不均一課

税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成１３年総務省

令第５４号）第１条第１項第１号に規定する製造業等の用に供する

設備で、これを構成する減価償却資産のうちに同条第２項に規定

する対象設備（以下「対象設備」という。）を含むものを新設

し、又は増設した者に課する事業税で、次に掲げる年又は事業年

度に係る所得金額のうち次項の規定により当該新設し、又は増設

した設備に係るものとして計算した額に対して課するものの税率

は、愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第１８

条の２、第１８条の４及び附則第１９条の規定にかかわらず、これら

の規定に規定する税率に次の各号に掲げる年又は事業年度の区分

に応じ当該各号に定める率を乗じて得た率とする。

�～� 省略

２～４ 省略

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から令和５年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条の２の２

及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」

とする。

（事業税の不均一課税）

第２条 原子力発電施設等立地地域の区域内において、原子力発電

施設等立地地域の振興に関する特別措置法第３条第３項の規定に

よる公示の日（以下「公示日」という。）から令和３年３月３１日

までの期間（以下「指定期間」という。）内に、原子力発電施設

等立地地域の振興に関する特別措置法第１０条の地方税の不均一課

税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成１３年総務省

令第５４号）第１条第１項第１号に規定する製造業等の用に供する

設備で、これを構成する減価償却資産のうちに同条第２項に規定

する対象設備（以下「対象設備」という。）を含むものを新設

し、又は増設した者に課する事業税で、次に掲げる年又は事業年

度に係る所得金額のうち次項の規定により当該新設し、又は増設

した設備に係るものとして計算した額に対して課するものの税率

は、愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第１８

条の２、第１８条の４及び附則第１９条の規定にかかわらず、これら

の規定に規定する税率に次の各号に掲げる年又は事業年度の区分

に応じ当該各号に定める率を乗じて得た率とする。

�～� 省略

２～４ 省略

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から令和３年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条の２の２

及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」

とする。

又は倉庫業である法人 又は倉庫業である法人

県内の事業税

の課税標準と

すべき当該事

業年度の所得

当該新設し、又は増設した特別償却設備

に係る固定資産の価額

県内の事業税

の課税標準と

すべき当該事

業年度の所得

当該新設し、又は増設した特別償却設備

に係る固定資産の価額

× ×
県内の事務所又は事業所の固定資産の価

額（主たる事業が電気供給業又はガス供

給業である法人にあつては、当該固定資

産の価額のうち半島振興法第１７条各号に

掲げる事業用の設備に係る固定資産の価

額）

県内の事務所又は事業所の固定資産の価

額（主たる事業が電気供給業又はガス供

給業である法人にあつては、当該固定資

産の価額のうち製造事業用

の設備に係る固定資産の価

額）

� 省略

２ 省略

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から令和５年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条の２の２

及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」

とする。

� 省略

２ 省略

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から令和３年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条の２の２

及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」

とする。
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けん

（愛媛県地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための県税の特別措置に関する条例の一部改正）
けん

第３条 愛媛県地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための県税の特別措置に関する条例（平成２０年愛媛県条例第４５

号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県離島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第４条 愛媛県離島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例（平成２５年愛媛県条例第３４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（不動産取得税の課税免除）

第２条 促進区域内において、法第４条第１項に規定する基本計画

の同条第６項の規定による同意（当該同意が令和５年３月３１日ま

でに行われたものに限る。）の日から同月３１日まで に、法第２５
けん

条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済

牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第

２６条の地方公共団体等を定める省令（平成１９年総務省令第９４号）

第２条に規定する対象施設の用に供する家屋（当該施設の用に供

する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。）又はそ

の敷地である土地の取得（当該同意の日以後の取得に限り、か

つ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して１

年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場

合における当該土地の取得に限る。）をした法第１４条第１項に規
けん

定する承認地域経済牽引事業者に対しては、当該不動産の取得に

対する不動産取得税を課税しない。

（不動産取得税の課税免除）

第２条 促進区域内において、法第４条第１項に規定する基本計画

の同条第６項の規定による同意（当該同意が令和３年３月３１日ま

でに行われたものに限る。）の日から起算して５年内に、法第２５
けん

条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済

牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第

２６条の地方公共団体等を定める省令（平成１９年総務省令第９４号）

第２条に規定する対象施設の用に供する家屋（当該施設の用に供

する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。）又はそ

の敷地である土地の取得（当該同意の日以後の取得に限り、か

つ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して１

年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場

合における当該土地の取得に限る。）をした法第１４条第１項に規
けん

定する承認地域経済牽引事業者に対しては、当該不動産の取得に

対する不動産取得税を課税しない。

改 正 後 改 正 前

（事業税の課税免除）

第２条 離島振興対策実施地域内において、離島振興法第２条第２

項の規定による公示の日（その日が平成２５年４月１日前である場

合には、同日。以下「公示日」という。）から令和５年３月３１日

までの期間（以下「指定期間」という。）内に、租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）第１２条第３項の表の第３号又は第４５条第

２項の表の第３号の規定の適用を受ける設備（離島振興法第２０条

の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合

等を定める省令（平成５年自治省令第１号。以下「省令」とい

う。）第２条第１号イに規定する特別償却設備に限る。以下「特

別償却設備」という。）を新設し、又は増設した者に対して課す

る事業税の課税標準の算定については、当該特別償却設備を事業

の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年

度の所得から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める算

式によって計算した額を控除する。

� その行う主たる事業が電気供給業（電気事業法（昭和３９年法

律第１７０号）第２条第１項第２号に規定する小売電気事業（こ

れに準ずるものを含む。）を除く。以下同じ。）、ガス供給業

又は倉庫業である法人

（事業税の課税免除）

第２条 離島振興対策実施地域内において、離島振興法第２条第２

項の規定による公示の日（その日が平成２５年４月１日前である場

合には、同日。以下「公示日」という。）から令和３年３月３１日

までの期間（以下「指定期間」という。）内に、租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）第１２条第３項の表の第２号又は第４５条第

２項の表の第２号の規定の適用を受ける設備（離島振興法第２０条

の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合

等を定める省令（平成５年自治省令第１号

）第２条第１号イに規定する特別償却設備に限る。以下「特

別償却設備」という。）を新設し、又は増設した者に対して課す

る事業税の課税標準の算定については、当該特別償却設備を事業

の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年

度の所得から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める算

式によって計算した額を控除する。

� その行う主たる事業が電気供給業（電気事業法（昭和３９年法

律第１７０号）第２条第１項第２号に規定する小売電気事業（こ

れに準ずるものを含む。）を除く。以下同じ。）、ガス供給業

又は倉庫業である法人

県内の事業税

の課税標準と

すべき当該事

業年度の所得

×
当該特別償却設備に係る固定資産の価額 県内の事業税

の課税標準と

すべき当該事

業年度の所得

×
当該特別償却設備に係る固定資産の価額

県内の事務所又は事業所の固定資産の価

額（主たる事業が電気供給業又はガス供

給業である法人にあっては、当該固定資

産の価額のうち製造事業用、旅館業用、

情報サービス業用又は省令第１条に掲げ

る事業用の設備に係る固定資産の価額）

県内の事務所又は事業所の固定資産の価

額（主たる事業が電気供給業又はガス供

給業である法人にあっては、当該固定資

産の価額のうち製造事業用

の設備に係る固定資産の価額）
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（適用期日）

２ 第１条の規定による改正後の愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例（以下「新半島振興対策実施地域県税

特別措置条例」という。）の規定、第２条の規定による改正後の愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例

（以下「新原子力発電施設等立地地域県税特別措置条例」という。）の規定及び第４条の規定による改正後の愛媛県離島振興対策実施地

域における県税の特別措置に関する条例（以下「新離島振興対策実施地域県税特別措置条例」という。）の規定は、令和３年４月１日か

ら適用する。

（経過措置）

３ 新半島振興対策実施地域県税特別措置条例第２条第１項の規定及び新離島振興対策実施地域県税特別措置条例第２条第１項の規定は、

令和３年４月１日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設又は設備につ

いては、なお従前の例による。
けん

４ 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成１９年法律第４０号）第４条第６項の規定による地域経済牽

引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日が平成３０年４月１日から令和３年３月３１日までの間である場合における第３条の規定によ
けん

る改正後の愛媛県地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための県税の特別措置に関する条例第２条の規定の適用に

ついては、なお従前の例による。

５ 新半島振興対策実施地域県税特別措置条例第４条の規定、新原子力発電施設等立地地域県税特別措置条例第４条の規定又は新離島振興

対策実施地域県税特別措置条例第５条の規定による申告期限が、この条例の施行の日から起算して２０日を経過する日までに到来するもの

にあっては、これらの規定にかかわらず、同日を申告期限とする。

�愛媛県条例第４８号
愛媛県県税賦課徴収条例及び愛媛県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県税賦課徴収条例及び愛媛県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例

（愛媛県県税賦課徴収条例の一部改正）

第１条 愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 省略

２～４ 省略

� 省略

２～４ 省略

改 正 後 改 正 前

（県税の減免申請）

第８０条 省略

２ 省略

３ 第４２条の７第３号若しくは第４号又は第４６条の２第１項第１号

の規定の適用を受けようとする者は、第１項の規定にかかわら

ず、普通徴収の方法により徴収されるものにあつては納期限前７

日（賦課期日後に身体障害者等自動車に該当することとなつた場

合にあつては、知事が定める日）までに、申告納付の方法により

徴収されるものにあつては第４２条の５に規定する申告納付の期限

までに、証紙徴収の方法により徴収されるものにあつては第７４条

第１項の規定による申告をする際（納付後に身体障害者等自動車

に該当することとなつた場合にあつては、知事が定める日まで）

に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を

証明する書類を添付して知事に提出するとともに、身体障害者福

祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により交付された身

体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第

４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害

者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳。以

下この項において同じ。）、知事の定めるところにより交付され

（県税の減免申請）

第８０条 省略

２ 省略

３ 第４２条の７第３号若しくは第４号又は第４６条の２第１項第１号

の規定の適用を受けようとする者は、第１項の規定にかかわら

ず、普通徴収の方法により徴収されるものにあつては納期限前７

日（賦課期日後に身体障害者等自動車に該当することとなつた場

合にあつては、知事が定める日）までに、申告納付の方法により

徴収されるものにあつては第４２条の５に規定する申告納付の期限

までに、証紙徴収の方法により徴収されるものにあつては第７４条

第１項の規定による申告をする際（納付後に身体障害者等自動車

に該当することとなつた場合にあつては、知事が定める日まで）

に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を

証明する書類を添付して知事に提出するとともに、身体障害者福

祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により交付された身

体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第

４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害

者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳。以

下この項において同じ。）、知事の定めるところにより交付され
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（愛媛県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正）

第２条 愛媛県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１７年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第４９号
愛媛県救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように公布する。

令和３年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

愛媛県救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第４７号）の全部

を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３９条第１項の規定に基づき、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施

設（以下「救護施設等」という。）の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、生活保護法で使用する用語の例による。

（設備及び運営に関する基準）

第３条 救護施設等の設備及び運営に関する基準は、次条及び第５条に定めるもののほか、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施

設の設備及び運営に関する基準（昭和４１年厚生省令第１８号）（同省令第７条を除き、同省令の改正に係る経過措置に関する規定を含

む。）に定める基準をもって、その基準とする。

（非常災害対策）

第４条 救護施設、更生施設及び宿所提供施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、地震、風水害、これ

らの施設の周辺地域の環境、立地条件等から想定される災害等の非常災害ごとに、当該非常災害が発生した場合における入所者又は利用

た療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）又は精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）第４５条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（以

下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道

路交通法第９２条の規定により交付された身体障害者等、身体障害

者等と生計を一にする者又は身体障害者等（身体障害者等のみで

生活する者に限る。）を常時介護する者の運転免許証の提示（対

面以外の方法により当該申請書を提出する場合のこれらを複写し

たものの提出を含む。）をしなければならない。

�～� 省略

４・５ 省略

た療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）又は精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）第４５条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（以

下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道

路交通法第９２条の規定により交付された身体障害者等、身体障害

者等と生計を一にする者又は身体障害者等（身体障害者等のみで

生活する者に限る。）を常時介護する者の運転免許証を提示しな

ければ

ならない。

�～� 省略

４・５ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第７条関係） 別表（第７条関係）

１ 愛媛県県税賦課徴収条例

（昭和２５年愛媛県条例第２１

号）

第８０条第３項 第３条

１ 省略 ２ 省略

２ 省略 ３ 省略

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略
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者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画を策定し、これらの施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

２ 前項の保護施設は、同項の計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに入所者又は利用者を円滑

に避難誘導するための体制を整備し、定期的に、これらの体制について職員及び入所者又は利用者に周知するとともに、避難、救出等の

必要な訓練を行わなければならない。

３ 第１項の保護施設は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

４ 第１項の保護施設は、第２項の訓練の結果に基づき、第１項の計画の検証を行うとともに、必要に応じて当該計画の見直しを行うもの

とする。

５ 第１項の保護施設は、非常災害が発生した場合に職員及び入所者又は利用者が当該保護施設において当面の避難生活をすることができ

るよう、必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

第５条 授産施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害が発生した場合における利用者の安全の

確保のための体制、避難の方法等を定めた計画を策定し、当該授産施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

２ 前項に定めるもののほか、授産施設の非常災害対策については、前条第２項から第５項までの規定を準用する。

附 則

この条例は、令和３年８月１日から施行する。

�愛媛県条例第５０号
愛媛県手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１ 省略

２ 保健福祉関係事務手数料

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１ 省略

２ 保健福祉関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～７３ 省略 １～７３ 省略

７３の ２ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１２条第１項の

規定に基づく

医薬品（体外

診断用医薬品

を除く。７３の

４の項から７３

の１４の項まで

及び８３の項に

お い て 同

じ。）、医薬

部外品又は化

粧品（ ７３

の３の項から

７３の８の項ま

で、８７の３の

項及び８７の４

の項において

省略 ７３の ２ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１２条第１項の

規定に基づく

医薬品（体外

診断用医薬品

を除く。７３の

４の項から７３

の９の項まで

及び８３の項に

お い て 同

じ。）、医薬

部外品又は化

粧品（以下７３

の３の項から

７３の６の項ま

で、８７の３の

項及び８７の４

の項において

省略
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１９

「医薬品等」

という。）の

製造販売業の

許可の申請に

対する審査

「医薬品等」

という。）の

製造販売業の

許可の申請に

対する審査

７３の３ 省略 ７３の３ 省略

７３の ４ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条第１項の

規定に基づく

医薬品等の製

造業の許可の

申請に対する

審査

医薬品

等製造

業許可

申請手

数料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品（無菌）（医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行

規則（昭和３６年厚生 省 令 第１

号）第２５条第１項第３号の区分

をいう。７３の５の項、７３の６の

項、７３の１０の項、７３の１１の項、

７３の１４の項及び８３の項において

同じ。） ９２，０００円

� 医薬品（一般）（同条第１項

第４号

の区分

をいう。７３の５の項、７３の６の

項、７３の１０の項、７３の１１の項、

７３の１４の項及び８３の項において

同じ。）（�に掲げるものを除

く。） ８６，２００円

� 医薬品（包装等）（同条第１

項第５号

の区

分をいう。７３の５の項、７３の６

の項、７３の１０の項、７３の１１の

項、７３の１４の項及び８３の項にお

いて同じ。） ４８，１００円

� 省略

� 医 薬 部 外 品（無 菌）（同 条

第２項第１号

の区分をいう。７３の５の項、７３

の６の項、７３の１０の項、７３の１１

の項、７３の１４の項及び８３の項に

おいて同じ。） ８６，２００円

� 医 薬 部 外 品（一 般）（同 条

第２項第２号

の区分をいう。７３の５の項、７３

の６の項、７３の１０の項、７３の１１

の項、７３の１４の項及び８３の項に

おいて同じ。） ４０，６００円

� 医薬部外品（包装等）（同条

７３の ４ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条第１項の

規定に基づく

医薬品等の製

造業の許可の

申請に対する

審査

医薬品

等製造

業許可

申請手

数料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品（無菌）（医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行

規則（昭和３６年厚生 省 令 第１

号）第２６条第１項第３号の区分

をいう。７３の５の項から８３の項

まで

において

同じ。） ９２，０００円

� 医薬品（一般）（医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行

規則第２６条第１項第４号の区分

をいう。７３の５の項から８３の項

まで

において

同じ。）（�に掲げるものを除

く。） ８６，２００円

� 医薬品（包装等）（医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律施

行規則第２６条第１項第５号の区

分をいう。７３の５の項から８３の

項まで

にお

いて同じ。） ４８，１００円

� 省略

� 医 薬 部 外 品（無 菌）（医 薬

品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法

律施行規則第２６条第２項第１号

の区分をいう。７３の５の項から

８３の項まで

に

おいて同じ。） ８６，２００円

� 医 薬 部 外 品（一 般）（医 薬

品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法

律施行規則第２６条第２項第２号

の区分をいう。７３の５の項から

８３の項まで

に

おいて同じ。） ４０，６００円

� 医薬部外品（包装等）（医薬
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２０

第２項第３号

の区分をいう。７３の５の項、７３

の６の項、７３の１０の項、７３の１１

の項、７３の１４の項及び８３の項に

おいて同じ。） ３４，０００円

� 化粧品（一般）（同条第３項

第１号

の区分

をいう。７３の５の項及び７３の６

の項において同じ。） ４０，６００

円

� 化粧品（包装等）（同条第３

項第２号

の区

分をいう。７３の５の項及び７３の

６の項において同じ。） ３４，００

０円

品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法

律施行規則第２６条第２項第３号

の区分をいう。７３の５の項から

８３の項まで

に

おいて同じ。） ３４，０００円

� 化粧品（一般）（医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行

規則第２６条第３項第１号の区分

をいう。７３の５の項及び７３の６

の項において同じ。） ４０，６００

円

� 化粧品（包装等）（医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律施

行規則第２６条第３項第２号の区

分をいう。７３の５の項及び７３の

６の項において同じ。） ３４，００

０円

７３の５・７３の６

省略

７３の５・７３の６

省略

７３の ７ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条の２の２

第１項の規定

に基づく医薬

品等の保管の

みを行う製造

所の登録の申

請に対する審

査

医薬品

等の保

管のみ

を行う

製造所

登録申

請手数

料

次に掲げる登録の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品 ３９，６００円

� 医薬部外品 ３０，７００円

� 化粧品 ３０，７００円

７３の ８ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条の２の２

第４項の規定

に基づく医薬

品等の保管の

みを行う製造

所の登録の更

新の申請に対

する審査

医薬品

等の保

管のみ

を行う

製造所

登録更

新申請

手数料

次に掲げる登録の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 医薬品 ２４，７００円

� 医薬部外品 ２２，２００円

� 化粧品 ２２，２００円

７３の９ 省略 ７３の７ 省略
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２１

７３の１０ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条 第７項

（同条第１５項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品又は医薬部

外品の製造管

理又は品質管

理の方法の基

準への適合性

調査の申請に

対する審査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造管理

及び品

質管理

の基準

適合性

調査申

請手数

料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 製造販売の承認又は一部変更

承認を受けようとするときに受

ける調査（�及び�に掲げる調

査を除く。） 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額

ア 医薬品（無菌） ７５，２００円

イ 医薬品（一般） ４４，０００円

ウ 医薬品（包装等） ２２，２００

円

エ～カ 省略

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における製

造販売の承認又は一部変更承認

を受けようとするときに受ける

調査 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ２２，２００円

イ 医薬部外品 １４，９００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律第１３条の２の２第１項

の登録を受けた製造所における

製造販売の承認又は一部変更承

認を受けようとするときに受け

る調査 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ２２，２００円

イ 医薬部外品 １４，９００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律施行令第２１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（�及び�に掲げる調査を除

く。） 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） １５５，２００円

に１品目につき３，１００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） １０９，１００円

に１品目につき１，８００円を加算

した額

ウ 医薬品（包装等） ５６，６００

円に１品目につき８００円を加算

した額

エ～カ 省略

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

７３の ８ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条 第７項

（同条第１５項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品又は医薬部

外品の製造管

理又は品質管

理の方法の基

準への適合性

調査の申請に

対する審査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造管理

及び品

質管理

の基準

適合性

調査申

請手数

料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 製造販売の承認又は一部変更

承認を受けようとするときに受

ける調査（� に掲げる調

査を除く。） 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額

ア 医薬品（無菌） ５０，２００円

イ 医薬品（一般） ２９，７００円

ウ 医薬品（包装等） １４，９００

円

エ～カ 省略

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における製

造販売の承認又は一部変更承認

を受けようとするときに受ける

調査 １４，９００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律施行令第２１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（� に掲げる調査を除

く。） 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） １０８，２００円

に１品目につき２，２００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） ７６，０００円

に１品目につき１，１００円を加算

した額

ウ 医薬品（包装等） ３９，９００

円に１品目につき６００円を加算

した額

エ～カ 省略

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行
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２２

った場合を含む。）における同

条

で定める期間

を経過するごとに受ける調査

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア 医薬品 ５６，６００円に１品目

につき８００円を加算した額

イ 医薬部外品 ３９，７００円に１

品目につき６００円を加算した額

� 同項の登録を受けた製造所に

おける同条で定める期間を経過

するごとに受ける調査 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

ア 医薬品 ５６，６００円に１品目

につき８００円を加算した額

イ 医薬部外品 ３９，９００円に１

品目につき６００円を加算した額

った場合を含む。）における医

薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する

法律施行令第２１条で定める期間

を経過するごとに受ける調査

３９，７００円に１品目につき６００円を

加算した額

７３の１１ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条第９項の

規定に基づく

同法第１４条の

２第３項の基

準確認証の交

付を受けてい

るときの医薬

品又は医薬部

外品の製造管

理又は品質管

理の方法の基

準への適合性

調査の申請に

対する審査

基準確

認証の

交付を

受けて

いると

きの医

薬品又

は医薬

部外品

の製造

管理及

び品質

管理の

基準適

合性調

査申請

手数料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における調

査 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ５６，６００円に１品目

につき８００円を加算した額

イ 医薬部外品 ３９，７００円に１

品目につき６００円を加算した額

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律第１３条の２の２第１項

の登録を受けた製造所における

調査 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ５６，６００円に１品目

につき８００円を加算した額

イ 医薬部外品 ３９，９００円に１

品目につき６００円を加算した額

� その他の調査 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める

金額

ア 医薬品（無菌） １５５，２００円

に１品目につき３，１００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） １０９，１００円

に１品目につき１，８００円を加算

した額

ウ 医薬品（包装等） ５６，６００
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円に１品目につき８００円を加算

した額

エ 医薬部外品（無菌） １０８，２

００円に１品目につき２，２００円を

加算した額

オ 医薬部外品（一般） ７６，００

０円に１品目につき１，１００円を

加算した額

カ 医薬部外品（包装等） ３９，

９００円に１品目につき６００円を

加算した額

７３の１２ 省略 ７３の９ 省略

７３の１３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条の２第１

項の規定に基

づく医薬品又

は医薬部外品

の製造工程の

区分ごとの製

造管理又は品

質管理の方法

の基準への適

合性確認の申

請に対する審

査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造工程

の区分

ごとの

製造管

理及び

品質管

理の適

合性確

認申請

手数料

次に掲げる確認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律第１４条第８項に規定す

る医薬品又は医薬部外品の製造

工程の区分を定める省令（令和

３年厚生労働省令第１７号）第２

条第３号の医薬品の製造工程 １

５５，２００円に、３，１００円に当該確認

に係る品目数を乗じて得た額及

び９，９００円に当該確認に係る製造

販売業者の数を乗じて得た額を

加算した額

� 同号の医薬部外品の製造工程

１０８，２００円に、２，２００円に当該確

認に係る品目数を乗じて得た額

及び７，４００円に当該確認に係る製

造販売業者の数を乗じて得た額

を加算した額

� 同条第４号の医薬品の製造工

程 １０９，１００円に、１，８００円に当

該確認に係る品目数を乗じて得

た額及び９，９００円に当該確認に係

る製造販売業者の数を乗じて得

た額を加算した額

� 同号の医薬部外品の製造工程

７６，０００円に、１，１００円に当該確認

に係る品目数を乗じて得た額及

び７，４００円に当該確認に係る製造

販売業者の数を乗じて得た額を

加算した額

� 同条第５号の医薬品の製造工

程 ５６，６００円に、８００円に当該確

認に係る品目数を乗じて得た額

及び９，９００円に当該確認に係る製

造販売業者の数を乗じて得た額

を加算した額

� 同号の医薬部外品の製造工程

３９，９００円に、６００円に当該確認に
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係る品目数を乗じて得た額及び

７，４００円に当該確認に係る製造販

売業者の数を乗じて得た額を加

算した額

� 同条第６号の医薬品の製造工

程 ５６，６００円に、８００円に当該確

認に係る品目数を乗じて得た額

及び９，９００円に当該確認に係る製

造販売業者の数を乗じて得た額

を加算した額

� 同号の医薬部外品の製造工程

３９，９００円に、６００円に当該確認に

係る品目数を乗じて得た額及び

７，４００円に当該確認に係る製造販

売業者の数を乗じて得た額を加

算した額

７３の１４ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条の７の２

第３項の規定

に基づく変更

を行う医薬品

又は医薬部外

品の製造管理

又は品質管理

の方法の基準

への適合性確

認の申請に対

する審査

変更を

行う医

薬品又

は医薬

部外品

の製造

管理及

び品質

管理の

適合性

確認申

請手数

料

次に掲げる確認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における確

認 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ２２，２００円

イ 医薬部外品 １４，９００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律第１３条の２の２第１項

の登録を受けた製造所における

確認 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ２２，２００円

イ 医薬部外品 １４，９００円

� その他の確認 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める

金額

ア 医薬品（無菌） ７５，２００円

イ 医薬品（一般） ４４，０００円

ウ 医薬品（包装等） ２２，２００

円

エ 医薬部外品（無菌） ５０，２０

０円

オ 医薬部外品（一般） ２９，７０

０円

カ 医薬部外品（包装等） １４，

９００円

７３の１５ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

省略 ７３の１０ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

省略
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関する法律第

２３条の２第１

項の規定に基

づく医療機器

又は体外診断

用医薬品（７３

の１６の項から

７３の１８の項

まで、８７の

３の項及び８７

の４の項にお

いて「医療機

器 等」と い

う。）の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

関する法律第

２３条の２第１

項の規定に基

づく医療機器

又は体外診断

用医薬品（以

下７３の１１の項

から７３の１３の

項まで、８７の

３の項及び８７

の４の項にお

いて「医療機

器 等」と い

う。）の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

７３の１６ 省略 ７３の１１ 省略

７３の１７ 省略 ７３の１２ 省略

７３の１８ 省略 ７３の１３ 省略

７３の１９ 省略 ７３の１４ 省略

７３の２０ 省略 ７３の１５ 省略

７４～８２の３ 省

略

７４～８２の３ 省

略

８３ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第８０条第

１項の規定に

基づく輸出用

の医薬品又は

医薬部外品の

製造管理又は

品質管理の方

法の基準への

適合性調査の

申請に対する

審査

輸出用

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造管理

及び品

質管理

の基準

適合性

調査申

請手数

料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 製造をしようとするときに受

ける調査（�及び�に掲げる調

査を除く。） 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額

ア 医薬品（無菌） ７５，２００円

イ 医薬品（一般） ４４，０００円

ウ 医薬品（包装等） ２２，２００

円

エ～カ 省略

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における製

造をしようとするときに受ける

調査 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ２２，２００円

イ 医薬部外品 １４，９００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律第１３条の２の２第１項

の登録を受けた製造所における

製造をしようとするときに受け

る調査 次に掲げる区分に応

８３ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第８０条第

１項の規定に

基づく輸出用

の医薬品又は

医薬部外品の

製造管理又は

品質管理の方

法の基準への

適合性調査の

申請に対する

審査

輸出用

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造管理

及び品

質管理

の基準

適合性

調査申

請手数

料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 製造をしようとするときに受

ける調査（� に掲げる調

査を除く。） 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額

ア 医薬品（無菌） ５０，２００円

イ 医薬品（一般） ２９，７００円

ウ 医薬品（包装等） １４，９００

円

エ～カ 省略

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における製

造をしようとするときに受ける

調査 １４，９００円
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じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ２２，２００円

イ 医薬部外品 １４，９００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律施行令第７１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（�及び�に掲げる調査を除

く。） 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） １５５，２００円

に１品目につき３，１００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） １０９，１００円

に１品目につき１，８００円を加算

した額

ウ 医薬品（包装等） ５６，６００

円に１品目につき８００円を加算

した額

エ～カ 省略

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における同

条

で定める期間

を経過するごとに受ける調査

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア 医薬品 ５６，６００円に１品目

につき８００円を加算した額

イ 医薬部外品 ３９，７００円に１

品目につき６００円を加算した額

� 同項の登録を受けた製造所に

おける同条で定める期間を経過

するごとに受ける調査 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

ア 医薬品 ５６，６００円に１品目

につき８００円を加算した額

イ 医薬部外品 ３９，９００円に１

品目につき６００円を加算した額

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律施行令第７１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（� に掲げる調査を除

く。） 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） １０８，２００円

に１品目につき２，２００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） ７６，０００円

に１品目につき１，１００円を加算

した額

ウ 医薬品（包装等） ３９，９００

円に１品目につき６００円を加算

した額

エ～カ 省略

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における医

薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する

法律施行令第７１条で定める期間

を経過するごとに受ける調査

３９，７００円に１品目につき６００円を

加算した額

８４～８７の２ 省

略

８４～８７の２ 省

略

８７の ３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律施

行令第５条第

医薬品

等の製

造販売

業若し

くは製

造業、

医療機

省略 ８７の ３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律施

行令第５条第

医薬品

等の製

造販売

業若し

くは製

造業、

医療機

省略
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１項、第１２条

第１項、第１６

条 の ４ 第 １

項、第３７条の

２第１項、第

３７条の９第１

項（同令第５５

条において準

用する場合を

含む。）又は

第４３条の４第

１項の規定に

基づく医薬品

等の製造販売

業若しくは製

造業、医療機

器等の製造販

売業、再生医

療等製品の製

造販売業若し

くは医療機器

の修理業の許

可証又は医薬

品等の保管の

みを行う製造

所若しくは医

療機器等の製

造業の登録証

の書換え交付

器等の

製造販

売業、

再生医

療等製

品の製

造販売

業若し

くは医

療機器

の修理

業の許

可証又

は医薬

品等の

保管の

みを行

う製造

所若し

くは医

療機器

等の製

造業の

登録証

の書換

え交付

手数料

１項、第１２条

第１項

、第３７条の

２第１項、第

３７条の９第１

項（同令第５５

条において準

用する場合を

含む。）又は

第４３条の４第

１項の規定に

基づく医薬品

等の製造販売

業若しくは製

造業、医療機

器等の製造販

売業、再生医

療等製品の製

造販売業若し

くは医療機器

の修理業の許

可証又は

医

療機器等の製

造業の登録証

の書換え交付

器等の

製造販

売業、

再生医

療等製

品の製

造販売

業若し

くは医

療機器

の修理

業の許

可証又

は医療

機器等

の製造

業の登

録証の

書換え

交付手

数料

８７の ４ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律施

行令第６条第

１項、第１３条

第１項、第１６

条 の ５ 第 １

項、第３７条の

３第１項、第

３７条の１０第１

項（同令第５５

条において準

用する場合を

含む。）又は

第４３条の５第

１項の規定に

基づく医薬品

等の製造販売

業若しくは製

造業、医療機

医薬品

等の製

造販売

業若し

くは製

造業、

医療機

器等の

製造販

売業、

再生医

療等製

品の製

造販売

業若し

くは医

療機器

の修理

業の許

可証又

は医薬

品等の

保管の

省略 ８７の ４ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律施

行令第６条第

１項、第１３条

第１項

、第３７条の

３第１項、第

３７条の１０第１

項（同令第５５

条において準

用する場合を

含む。）又は

第４３条の５第

１項の規定に

基づく医薬品

等の製造販売

業若しくは製

造業、医療機

医薬品

等の製

造販売

業若し

くは製

造業、

医療機

器等の

製造販

売業、

再生医

療等製

品の製

造販売

業若し

くは医

療機器

の修理

業の許

可証又

は医療

機器等

の製造

省略
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附 則

この条例は、令和３年８月１日から施行する。

�愛媛県条例第５１号
愛媛県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように公布する。

令和３年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

愛媛県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５０号）の全部を改正する。

（趣旨）

器等の製造販

売業、再生医

療等製品の製

造販売業若し

くは医療機器

の修理業の許

可証又は医薬

品等の保管の

みを行う製造

所若しくは医

療機器等の製

造業の登録証

の再交付

みを行

う製造

所若し

くは医

療機器

等の製

造業の

登録証

の再交

付手数

料

器等の製造販

売業、再生医

療等製品の製

造販売業若し

くは医療機器

の修理業の許

可証又は

医

療機器等の製

造業の登録証

の再交付

業の登

録証の

再交付

手数料

８７の ５ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律施

行令第２６条の

４第１項の規

定に基づく基

準確認証の書

換え交付

基準確

認証書

換え交

付手数

料

２，２００円

８７の ６ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律施

行令第２６条の

５第１項の規

定に基づく基

準確認証の再

交付

基準確

認証再

交付手

数料

３，０００円

８７の７ 省略 ８７の５ 省略

８７の８ 省略 ８７の６ 省略

８８～１１３ 省略 ８８～１１３ 省略

備考 省略 備考 省略

３～６ 省略 ３～６ 省略
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第１条 この条例は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第６５条第１項の規定に基づき、婦人保護施設（売春防止法（昭和３１年法律第１１８

号）第３６条に規定する婦人保護施設をいう。以下同じ。）の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

（設備及び運営に関する基準）

第２条 婦人保護施設の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準（平成１４年厚

生労働省令第４９号）（同省令第５条を除き、同省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とす

る。この場合において、同省令第９条第１号中「社会福祉主事」とあるのは、「３０歳以上の者であって、社会福祉主事」とする。

（非常災害対策）

第３条 婦人保護施設は、地震、風水害、当該婦人保護施設の周辺地域の環境、立地条件等から想定される災害等の非常災害ごとに、当該

非常災害が発生した場合における入所者の安全確保のための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「施設防災計画」という。）を策定

し、当該婦人保護施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

２ 婦人保護施設は、施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに入所者を円滑に避難誘導

するための体制を整備し、定期的に、これらの体制について職員及び入所者に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練を行わなけ

ればならない。

３ 婦人保護施設は、前項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて施設防災計画の見直しを行うものと

する。

４ 婦人保護施設は、非常災害が発生した場合に職員及び入所者が当該婦人保護施設において当面の避難生活をすることができるよう、必

要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第５２号
愛媛県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例

愛媛県介護保険財政安定化基金条例（平成１２年愛媛県条例第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、令和３年８月１日から施行する。

�愛媛県条例第５３号
愛媛県中山間ふるさと保全対策基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年７月１６日

改 正 後 改 正 前

附 則

（償還期限の特例に関する読替え）

２ 省略

３ 政令附則第２条の２第１項又は第２項の規定の適用を受ける市

町に対する第９条の規定の適用については、同条中「政令第７条

第６項」とあるのは、政令附則第２条の２第１項の規定の適用を

受ける市町にあっては「政令附則第２条の２第１項」と、同条第

２項の規定の適用を受ける市町にあっては「政令附則第２条の２

第２項」とする。

４ 政令附則第２条の３第１項又は第２項の規定の適用を受ける市

町に対する第９条の規定の適用については、同条中「政令第７条

第６項」とあるのは、政令附則第２条の３第１項の規定の適用を

受ける市町にあっては「政令附則第２条の３第１項」と、同条第

２項の規定の適用を受ける市町にあっては「政令附則第２条の３

第２項」とする。

５ 省略

附 則

（償還期限の特例に関する読替え）

２ 省略

３ 省略
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愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県中山間ふるさと保全対策基金条例の一部を改正する条例

愛媛県中山間ふるさと保全対策基金条例（平成５年愛媛県条例第２０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県中山間ふるさと保全対策基金条例第１条に規定する中山間地域については、この条例の施行の日から令和９年３月３１日

までの間に限り、同条中「過疎地域とみなされる区域」とあるのは、「過疎地域とみなされる区域及び同法附則第６条第１項、第７条第

１項又は第８条第１項の規定により同法附則第５条に規定する特定市町村の区域とみなされる区域」とする。

�愛媛県条例第５４号
愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（設置）

第１条 中山間地域（離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第

１項の規定により指定された離島振興対策実施地域、山村振興法

（昭和４０年法律第６４号）第７条第１項の規定により指定された振

興山村、半島振興法（昭和６０年法律第６３号）第２条第１項の規定

により指定された半島振興対策実施地域、過疎地域の持続的発展

の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第２条第１項

（同法第４３条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に

規定する過疎地域（同法第３条第１項若しくは第２項（これらの

規定を同法第４３条の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）、第４１条第１項若しくは第２項（同条第３項において準用

する場合を含む。）、第４２条又は第４４条第４項の規定により過疎

地域とみなされる区域を含む。）又は特定農山村地域における農

林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（平成

５年法律第７２号）第２条第１項に規定する特定農山村地域をその

区域内に有する市町の区域をいう。）及び棚田地域等（自然傾斜

を緩和し、階段状に分布している農地がその地域の農地の相当部

分を占める地域として知事が認定する地域をいう。）における農

地及び土地改良施設の多面的な利活用とこれに係る集落住民の共

同活動を促進し、もって当該地域の活性化とふるさとの保全を図

るため、中山間ふるさと保全対策基金（以下「基金」という。）

を設置する。

（設置）

第１条 中山間地域（離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第

１項の規定により指定された離島振興対策実施地域、山村振興法

（昭和４０年法律第６４号）第７条第１項の規定により指定された振

興山村、半島振興法（昭和６０年法律第６３号）第２条第１項の規定

により指定された半島振興対策実施地域、過疎地域自立促進特別

措置法（平成１２年法律第１５号） 第２条第１項

に

規定する過疎地域（同法第３３条

の規定により過疎

地域とみなされる区域を含む。）又は特定農山村地域における農

林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（平成

５年法律第７２号）第２条第１項に規定する特定農山村地域をその

区域内に有する市町の区域をいう。）及び棚田地域等（自然傾斜

を緩和し、階段状に分布している農地がその地域の農地の相当部

分を占める地域として知事が認定する地域をいう。）における農

地及び土地改良施設の多面的な利活用とこれに係る集落住民の共

同活動を促進し、もって当該地域の活性化とふるさとの保全を図

るため、中山間ふるさと保全対策基金（以下「基金」という。）

を設置する。

改 正 後 改 正 前

（経営の基本）

第３条 省略

２ 公営企業の施設の名称、位置及び規模については、それぞれ次

に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 病院事業

（経営の基本）

第３条 省略

２ 公営企業の施設の名称、位置及び規模については、それぞれ次

に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 病院事業

名 称 位置 診 療 科 目 病床数 名 称 位置 診 療 科 目 病床数

省略 省略
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附 則

この条例は、令和３年８月１日から施行する。

愛媛県立

新居浜病

院

新居浜

市

内科、外科、小児科、皮膚科、泌

尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽

喉科、放射線科、整形外科、麻酔

科、脳神経外科、呼吸器外科、心

臓血管外科、その他管理者が定め

る診療科

２０８ 愛媛県立

新居浜病

院

新居浜

市

内科、外科、小児科、皮膚科、泌

尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽

喉科、放射線科、整形外科、麻酔

科、脳神経外科、呼吸器外科、心

臓血管外科、その他管理者が定め

る診療科

３２９

令和３年７月１６日 発行


